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平成 28年７月 26日 

各 位 

会 社 名  ミナトホールディングス株式会社 

代 表 者  代 表 取 締 役 社 長  若 山  健 彦 

（東証 JASDAQ コード：6862） 

問合せ先  取締役経営企画部門長 伊藤 信雄 

（TEL 045-591-9228） 

 

 

事業譲受に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 28 年７月 26 日開催の取締役会において、破産手続開始の申立てを行った  
株式会社ＴＯＵＡ（以下、「ＴＯＵＡ」といいます。）の保全管理人（阿部・井窪・片山法
律事務所／弁護士 伊藤 尚）から、東京地方裁判所の許可を取得することを条件にＲＯＭ
書き込み事業を譲り受けることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
1. 事業を譲り受ける理由 

当社は、デバイス関連事業（デバイスプログラマ製品の製造販売及び新技術・新製品
の開発、検査、品質管理、自社デバイスプログラマ製品によるＲＯＭの書き込み作業の
受託等）及びタッチパネル関連事業（タッチパル製品・デジタルサイネージ製品の製造
販売及び新技術・新製品の開発、検査、品質管理等）を主たる事業としております。 
この度、事業を譲渡するＴＯＵＡは情報システム開発及び技術者の派遣事業、並びに

ＲＯＭ書き込み事業の受託業務を展開しておりますが、平成 28年７月４日付で東京地方
裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同裁判所より保全管理命令および包括的
禁止命令を受けて、保全管理人の元で事業譲渡を模索してまいりました。 
当社が手掛けるＲＯＭ書き込み事業はＴＯＵＡの事業と親和性が高く、事業譲渡を 

受けることでＴＯＵＡの取引先及び雇用を継承し、当社グループの事業基盤の強化及び
早期の収益化に資すると判断し、同社の事業を譲り受けることといたしました。 

 
2. 譲受事業の概要 

(1) 事業の名称及び内容 
名 称 ＲＯＭ書き込み事業 

事 業 内 容 ＲＯＭ書き込み作業の受託業務 

 
(2) 直近事業年度の経営成績 
 平成 28年１月から６月までの６ヵ月間の実績 

売 上 高 68 百万円 

 
3. 事業を譲渡する会社の概要（平成 27年７月 31日現在） 

(1) 商 号 株式会社ＴＯＵＡ 

(2) 本 店 所 在 地 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 松苗 裕一 

(4) 事 業 内 容 

コンサルティング業務、システム開発業務、ＩＴインフラ構

築業務、システム運用・保守業務、組込システム開発業務、

労働者派遣事業、有料職業紹介事業、ＲＯＭ書き込み事業 

(5) 資 本 金 の 額 56 百万円 

(6) 設 立 年 月 日 平成元年 12 月 13日 
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(7) 純 資 産 △23百万円 

(8) 総 資 産 633百万円 

(9) 大 株 主 の 状 況 ＴＯＵＡホールディングス株式会社 100％ 

(10) 上場会社と当該会社と

の 関 係 等 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 
4. 事業譲受の日程 

(1) 取 締 役 会 決 議 日 平成 28年７月 26日 

(2) 事業譲渡契約書締結日 平成 28年８月 17日（予定） 

(3) 事 業 譲 受 日 平成 28年８月 17日（予定） 

 
5. 今後の見通し 

本件による平成 29年３月末の当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


